
 

武蔵野市役所会議室使用規則の一部を改正する規則  

  

武蔵野市役所会議室使用規則（昭和 55年７月武蔵野市規則第 18号）の一部

を次のように改正する。  

次の表中、改正前の欄の下線が引かれた部分については、それぞれ対応す

る説明の欄に掲げる改正を行い、改正後の欄の下線が引かれた部分とする。  

 次の表中、改正後の欄にのみ下線が引かれた部分については、対応する説

明の欄に掲げる改正を行う。  

 

改正前  改正後  説明  

（使用の承認）  

第３条  （略）  

２  庁舎管理者は、市の事務に

支障がない範囲において、次

の各号に定める要件のいずれ

にも該当する場合は、市の行

政活動の一環として使用する

場合に限り、別表第２に掲げ

る会議室を、市民等に無償で

使用させることができる。こ

の場合において、庁舎管理者

は、当該使用に関し、条件を

付すことができる。  

 (1)から (4)まで  （略）  

３及び４  （略）  

 

別表第１（第２条関係）  

会議室名  席数  場所  

801会議室  36席  東棟８階  

802会議室  96席  

803会議室  12席  

804会議室  12席  

805会議室  12席  

806会議室  ９席  

601会議室  69席  東棟６階  

（使用の承認）  

第３条  （略）  

２  庁舎管理者は、市の事務に

支障がない範囲において、次

の各号に定める要件のいずれ

にも該当する場合は、市の行

政活動の一環として使用する

場合に限り、別表第２の中欄

に掲げる会議室を、市民等に

無償で使用させることができ

る。この場合において、庁舎

管理者は、当該使用に関し、

条件を付すことができる。  

 (1)から (4)まで  （略）  

３及び４  （略）  

 

別表第１（第２条関係）  

場所  会議室名  席数  

東棟８階  801会議室  36席  

802会議室  96席  

803会議室  12席  

804会議室  12席  

805会議室  12席  

806会議室  ９席  

東棟６階  601会議室  69席  

 

 

 

 

 

 

 

字句の追加  

 

 

 

 

 

 

 

 

別表の改正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

603会議室  23席   

604会議室  18席  

605会議室  18席  

606会議室  24席  

607会議室  16席  

301会議室  33席  東棟３階  

411会議室  36席  西棟４階  

412会議室  60席  

413会議室  32席  

111会議室  51席  西棟１階  

 

 

別 表 第 ２ （ 第 ２ 条 、 第 ３ 条 関

係）  

会議室名  席数  場所  

811会議室  188席  西棟８階  

812会議室  36席  

813会議室  28席  
 

 

 603会議室  23席  

604会議室  18席  

605会議室  18席  

606会議室  24席  

607会議室  16席  

東棟３階  301会議室  33席  

西棟４階  411会議室  36席  

412会議室  60席  

413会議室  32席  

西棟１階  111会議室  51席  

112会議室  24席  

 

別 表 第 ２ （ 第 ２ 条 、 第 ３ 条 関

係）  

場所  会議室名  席数  

西棟８階  811会議室  188席  

812会議室  36席  

813会議室  28席  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表の改正  

 

 

 

 

 

 

付  則  

この規則は、公布の日から施行する。  


